
第二次世界大戦後
ＧＡＴＴ・ＷＴＯ体制ＧＡＴＴ・ＷＴＯ体制

世界経済の安定・
貿易立国としての

日本の高度経済成長

保護主義への対応とＷＴＯドーハ・ラウンド交渉

※ 投資、物品・サービスの貿易に対する新たな障壁を設けず、新たな輸出制限を課さず、ＷＴＯ協定と整合的でない輸出刺激策を
とらない。ＷＴＯに対し、他の国際機関と共に、それぞれの権限の範囲内で、これらの取組に対する我々の遵守状況を監視し、四半
期毎に公表するよう求める 等。 （ロンドン・サミット首脳声明（４月２日））

１．保護主義への対応１．保護主義への対応

保護主義的気運保護主義的気運
の高まりの高まり

例）関税引き上げ等
水際措置の強化、
内外差別的財政出動

世界的金融
・経済危機

◆首脳レベルで保護主義抑止にコミット（※）
Ｇ２０ワシントン・サミット（昨年１１月）、同ロンドン・サミット（４月）等

◆WTOを通じ関連措置をモニタリング
◆二国間の首脳・閣僚レベルで抑止を確認
◆在外公館を通じ相手国政府へ働きかけ
◆WTO協定関連規定の遵守を

国内に呼びかけ（中曽根外務大臣）

・農業・NAMA
議長テキスト発出

・ルールテキスト発出

昨年7月21～29日

閣僚会合を行うも、
モダリティ合意に至らず

米・インド新政権の発足
etc.
→G8、Ｇ20ピッツバーグ・
サミット、APEC等の国際会議
の場も活用され、議論されて
いく見通し。

各分野で実務レベル
の会合実施。
オバマ政権の貿易政
策レビューの終了。

２．２．WTOWTOドーハ・ラウンド交渉ドーハ・ラウンド交渉

●本年に入り、農業、ＮＡＭＡ（鉱工業品他）、サービス、ルール等の分野で事務レベルの交渉が再開。
●米新政権によるＤＤＡを含む貿易政策レビューの終了、インドの新内閣成立を経て、今後交渉の本格化が予想される。

●G8サミットにおいてもDDAの今後の取り進め方について議論される見込み。

●11月末には定例閣僚会議が開催され、上記１．も含めＷＴＯの活動全般がレビューされる予定。

昨年12月 本年初めより


